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平成２０年３月２７日に開催された原子力安全・保安院の審議会におい

て、東京電力(株)より報告された柏崎刈羽原子力発電所７号機の配管に

係る構造強度評価結果の一部と(独)原子力安全基盤機構が実施した同

発電所７号機の配管に係る構造強度評価結果が異なっていることが確認

されました。 
この原因調査の中で、同発電所７号機の配管に係る構造強度評価を行

ったメーカより当社に対し、配管分岐部の応力計算に使用しているメーカ

の計算プログラムの一部に誤りがあり、この影響で当社浜岡５号機タービ

ン建屋内の主蒸気管ヘッダ配管分岐部の応力解析に不備があるとの報

告が４月９日になされました。 
修正した計算プログラムを使用した応力解析により当該配管分岐部の

構造強度を再評価したところ、当社が経済産業大臣に申請した浜岡５号

機工事計画認可申請書添付書類（分割第三回申請分、平成１２年４月に

認可）の当該配管に係る記載の一部に不備が確認されました。再評価の

結果、不備が確認された当該配管分岐部の発生応力は許容値を十分満

足しており、構造強度に問題がないことを確認しました。 
当社は、本日、上記書類の記載の一部に不備が確認されたことおよ

び、当該配管について構造強度に問題がなく、安全上の問題がないこと

を確認したことを、原子力安全・保安院に報告しました。 
また、当社は、本日、原子力安全・保安院から本件に係る指示文書

（※）を受領いたしました。指示に基づき、速やかに再発防止対策等の検

討を実施してまいります。 
（プレス発表資料へのリンク） 

５号機 （定格熱出力一定運転中） 

 ：改良型沸騰水型、定格電気出力１２６．７万キロワット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「表２－１９ 設備の設置、改造、検査等に係わる、法令等に基づく官庁

への報告書等において、記載内容又はその手続きに不備が確認され修

正等を実施した場合」に該当します。 

 

 

 

 

・保安院からの指示内容 
を踏まえ、柏崎刈羽原子力発電所７号機における当該配管の応力解析に使用して
じ計算機プログラムを使用して応力解析を行った配管分岐部に対して、修正した計
ムを使用して応力解析を実施した上で、その結果を平成２０年４月３０日（水）までに

すること。 
解析の結果、発生する応力が配管の持つ許容応力を満足しないことが判明した場
かにその事実及び対応策について当院に報告すること。 

設計の応力解析に不備が生じたことの根本的な原因を究明し、その再発防止対策
併せて報告すること。 

以 上 

 CHUBU Electric Power Co., Inc. 

http://www.chuden.co.jp/corpo/publicity/press/ac_press/1176552_1034.html
http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf

